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Ⅰ．問題の所在

• 1968年に制定された新都市計画法に基づき，都市計画区域内を市街化
区域と市街化調整区域（以下，調整区域と略す）に区分する「区域区
分制度」が設立されてから50年以上が経過する．調整区域内での開発
行為や建築行為は，一部の特例を除き都市計画法により制限されてい
る．

• しかし，近年では区域区分制度を廃止する動きや，調整区域内の開発
行為を可能となる条例を策定する動きが各地でみられる．区域区分制
度の在り方が今日問われている．

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
市街化区域と調整区域という都市計画法による二つの区域区分はあくまで結果。宅地審議会の第６次答申（１９６７年）では４区分であった。市街化区域＝既存市街地＋市街化地域調整区域＝保存地域（開発禁止で土地売買を制限）＋調整区域（当面原則的に開発禁止）この区分が結局，市街区域と調整区域の2区分になる。調整区域は市街化区域と異なり，調整区域における開発の例外として，既存宅地（区域区分の時点で宅地であったところ）と農家住宅＋分家住宅が開発してもよいところでそれ以外は開発できない。これらが一応守られ，調整区域は農地が維持されてきた。しかし，農地転用による土地利用の転換は調整区域の農と住の均衡がとれた状態を少しずつ変えてきた。ただ，それは単純に否定されるものではなく，開発行為が制限される調整区域の中で農家が農業を続けるか，それともやめるかという優れて個人的な状況と制度の折衷をいくものであったといえる。これらの状況に人口減少の日本社会という前提が加わる。調整区域の開発制限は憲法２８条（財産権）に抵触する可能性が指摘されている。市街化区域の農地は，都市農業振興基本法や都市農業振興基本計画で位置づけが変わっている。ただ，その中で都市の中における農業や農的な土地利用がどのように存続していくのかは生産緑地制度（特定生産緑地制度）や，田園住居地区の運用がされていない状況である。とはいえ，こうした市街化区域における農地や農的な環境がつぃにｈ



〇 都市農業の振興や都市内農地の保全に向けた近年の動向

2015年「都市農業振興基本法」の制定
2016年「都市農業振興基本計画」の策定

⇒ 都市内農地の位置づけの変化
農地は「宅地に転換すべき対象」から「都市にあるべきもの」へ。

• 石原 肇（2018）『都市農業はみんなで支える時代へ』
⇒ 政策サイドや農地所有者の対応を明らかにした研究。

• 斎藤義則（2022）『「都市の農村化」と共同主義』
⇒ 都市・農村の相互補完的関係を再生し，「都市の農村化」を提案する研究。

• 佐藤忠恭（2023）『ローカル・フードシステムと都市農地の保全』
⇒ 生鮮野菜の供給の点から，市街地と農地の混在合理性を指摘した研究。

〇 都市農業の振興や都市内農地の保全の意義について述べた研究（一部）

⇒ 都市農業の振興や都市農地のあるべき姿について踏み込んだ議論が展開

※ 上記の研究は市街化区域を想定。調整区域の農地は！？



人口
（千人）

市域面積
（ha）

調整区域面積
（ha）

市域に占める
調整区域
（％）

経営耕地面積
（ha）

農業産出額
（千万円）

経営耕地当たり農
業産出額

（万円/ha）
札幌市 1,975 57,584 32,550 57% 1,479 555 375
仙台市 1,097 44,296 26,216 59% 5,081 709 140
川﨑市 1,539 14,435 1,707 12% 310 359 1,158
横浜市 3,778 43,653 9,885 23% 1,523 1,213 796
名古屋市 2,333 32,645 2,387 7% 509 234 460
京都市 1,464 48,051 33,071 69% 1,564 949 607
大阪市 2,754 22,533 1,388 6% 50 52 1,040
神戸市 1,527 55,730 35,486 64% 3,459 1,271 367
北九州市 939 48,865 28,292 58% 1,412 454 322
福岡市 1,613 34,082 17,710 52% 1,402 618 441
出典：横浜市大都市比較統計年表2020年度版、農林水産省市町村別農業産出額（推計）2020年度版
農林業センサス2020年度版「8.農業経営体_経営耕地の状況」

２．横浜市の農業・調整区域の位置づけ
表 調整区域と農業に関連した国内主要都市の概況（2020年）



0 20km

1,200(千万円)
600
200

米
野菜
果樹
花き
畜産
その他

注：「その他」は，麦類，雑穀，豆類，いも類，工芸農作物，その他作物，加工農産物の金額を合算したものである。
：相模原市，小田原市，茅ヶ崎市，秦野市，厚木市，伊勢原市，海老名市，南足柄市，大磯町，開成町，湯河原町は，
「花き」の算出額が秘匿値であるため，数値を入力していない。

資料：農林水産省「生産農業所得統計」より作成。

図 神奈川県内の市町村別にみた農業産出額（推計）とその内訳（2020年）

資料：清水和明（2022）「統計からみた横浜市の農業の地域的特徴」． 神奈川大学人文学研究所．人文学
研究所報より転載。
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注：「その他」は，麦類，雑穀，豆類，いも類，工芸農作物，その他作物，加工農産物の金額を合算したものである。
資料：農林水産省「生産農業所得統計」より作成。

図 全国と神奈川県農業産出額の構成（2020年）

資料：清水和明（2022）「統計からみた横浜市の農業の地域的特徴」．神奈川大学人文学研
究所．人文学研究所報No68,74ページより転載。

横浜市における品目別の農業産出額（2020年）
資料：地域経済分析システムRESASより作成。https://resas.go.jp/agriculture-
all/#/portfolio/9.934673752122055/35.443972/139.63825/14/14100/0/2020/2/0.0/-/- 2024年6
月1日閲覧。

横浜市は神奈川県内で農業産出額*が
最も高い！！
＜農業産出額＞
都道府県ごとの品目別の生産量に，品目別の農家庭先販売価格
（消費税）を乗じて求められる。いわゆる販売額。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
121.3億円，75.8億，花き，豚肉（はまポーク），果実

https://resas.go.jp/agriculture-all/#/portfolio/9.934673752122055/35.443972/139.63825/14/14100/0/2020/2/0.0/-/-
https://resas.go.jp/agriculture-all/#/portfolio/9.934673752122055/35.443972/139.63825/14/14100/0/2020/2/0.0/-/-
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図 横浜市内の農業の地域的特徴（2020年）

d 農産物販売金額1位の部門別農業経営体数

注：西区と南区は農業経営体数以外の数値が秘匿値であったためa)以外は数値不明として入力
していない。中区は全ての項目が「数値なし」であったため，数値を入力していない。
：ｄ）の「その他」は，麦類策，工芸農作物，その他の作物，酪農を合算したものを指す

資料：農林業センサスより作成。

c 農産物販売金額の規模別農業経営体数
資料：清水和明（2022）「統計からみた横浜市の農業の地域的特徴」.神
奈川大学人文学研究所「人文学研究所報」より転載。

• 横浜市全体の農業経営体数：1,931経営体
（2020年）
⇒ 個人：1,879経営体，法人：52経営体
⇒ 都筑区：265経営体，泉区：247経営体

• 経営規模別：670経営体が0.5～1.0ha層
• 農産物の販売金額別：451経営体が100～300万

円層
（農業以外の収入によって成り立っている！？）

• 港北区，都筑区：1,000万円以上の層も

・「露地野菜」が各区で多い。
野菜生産出荷安定法※１の「指定産地」※２に指定。

（春キャベツ，夏秋キャベツ，冬キャベツ）
※１：1966年施行。主要な野菜の生産地域における生産及び出荷の安定等
を図り、野菜農業の健全な発展と国民消費生活の安定が目的。
※２：葉茎菜類および根菜類において25ha，果菜類は15haの圃場を一市町
村内で有していることが指定条件。「指定産地」になると，農産物の価格
補填，生産出荷近代化事業などを受けることができる。



注：中区は数値なし，西区と南区は秘匿値であったため表中から除外している。
：複数回答の結果であるため，表中の回答数を合計すると各区の農業経営体数より多い数値となる。
：「その他」には「無人販売」などが含まれる。

資料：農林業センサスより作成。
清水和明（2022）「統計からみた横浜市の農業の地域的特徴」.神奈川大学人文学研究所「人文学研究所報」No68,7より転載。

表 消費者への「直接販売」を行っている経営体の主な販売方法

注：中区は数値なし。西区と南区は秘匿値であったため，
数値を入力していない。
：複数回答である。各区の農業経営体数より多い数値と
なっている。
資料：農林業センサスより作成。
清水和明（2022）「統計からみた横浜市の農業の地域的特
徴」.神奈川大学人文学研究所「人文学研究所報」No68より
転載。

図 農産物の出荷先別経営体数（2020年）

横浜農業の特徴
―消費者への直接販売―
消費者との地理的な近接性を生かした農業形態
（都市の近くで行われる農業の特徴）

図 市町村別にみた農産物の売上1位の出荷先別経営体数（2020年）
注：逗子市と箱根町の経営体数は秘匿値になっているため算出していない。
資料：農林業センサスより作成。
清水和明（2022）「統計からみた横浜市の農業の地域的特徴」神奈川大学人文学研究所「人文学研究所報」より転載。

• 前ページの販売金額の少ない農家層
が農協以外に売っている。

• 農産物の販売によって農業経営が成
り立っているのか？
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横浜市で農業が行われている理由
１）地理的な要因（農業が行われている場所）

本ページの資料：横浜市「市政記録 2023」https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/gaiyo/kiroku/shiseikiroku2023.files/0272_20240219.pdf 2024年11月05日閲覧．

• 横浜市は明治22（1989）年の市制施行以来，段階的に市域
を拡大させてきた（現状の18区になるのは1994年）

• 市域の拡大の過程で横浜周辺から内陸の農村部が横浜市に
組み込まれていく。

• 横浜市に組み込まれた農村地域は，第二次世界大戦後に住
宅地の開発をはじめ都市的な土地利用に転換していく。

• 都市計画法に基づく区域区分制度の設定（1970年）により
開発できる地域と開発を抑制する地域に市域が分かれる。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/gaiyo/kiroku/shiseikiroku2023.files/0272_20240219.pdf%E3%80%802024%E5%B9%B411%E6%9C%8805


© Kanagawa University All Rights Reserved.

図 横浜市の市域と各区の位置
資料：横浜市「市政記録 2023」https://www.city.yokohama.lg.jp/city-
info/yokohamashi/gaiyo/kiroku/shiseikiroku2023.files/0272_20240219.pdf
2024年11月05日閲覧．

横浜市「土地利用のあらまし令和元・2年」
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/yoko/sankou/ki
socho02.files/0153_20230421.pdf 2024年11月5日閲覧．

図 横浜市の土地利用（自然的土地利用）

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/gaiyo/kiroku/shiseikiroku2023.files/0272_20240219.pdf%E3%80%802024%E5%B9%B411%E6%9C%8805
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/gaiyo/kiroku/shiseikiroku2023.files/0272_20240219.pdf%E3%80%802024%E5%B9%B411%E6%9C%8805
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/yoko/sankou/kisocho02.files/0153_20230421.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/yoko/sankou/kisocho02.files/0153_20230421.pdf


横浜市で農業が行われている理由

２）横浜のまちづくりに農業や農的な土地利用を組み込んだこと

田村明と横浜のまちづくりの関わりについては，
https://www.machi-initiative.com/ を参照ください。

「横浜市六大事業」
飛鳥田一雄市長時代の1965年に，第二次世界大戦によって荒廃した横浜市中心部の
再生と「300万人都市を目指し」て発表された事業。

「都市プランナー」田村 明（横浜市企画調整局局長⇒法政大学）が深く関与。

横浜市建築局企画部都市計画課
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/yoko/sankou/his
tory.files/0006_20230317.pdf 2024年11月6日閲覧．

関係ないようで大いに
関係している！！

https://www.machi-initiative.com/
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/yoko/sankou/history.files/0006_20230317.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/yoko/sankou/history.files/0006_20230317.pdf


横浜市の市街化区域・調整区域面積の推移

図 横浜市における市街化区域と調整区域面積の推移

注：各年度末の数値を示す。
資料：横浜市「横浜市統計書」各年次より作成。

• 横浜市では1970年に区域区分が行われ，市街化区
域310.8㎢，調整区域106.7㎢が指定された（下図）．

• 2024年までに区域区分の見直しは計7回行われて
いるものの，左図のとおり面積に大きな変動はみられ
ない．

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
横浜市の調整区域の推移は面積ポスターに示した通り。市域の２割が調整区域にあたる。区域気分を行っているのは全国に６００あまりある．東京２３区が５％，川崎が１２％，名古屋が７％，大阪が６％。大都市と比べても相対的に調整区域は多い。（区域区分の廃止：香川県はじめ四国である。調整区域にスプロールが起こる。大平政権時の「田園都市構想」とのかかわり）横浜市では現在８回目の区域区分見直しに向けた動きがある。ただ，市街化区域・調整区域の面積が大きく変動することはなく今日に至っている。1969 年 7 月県内市町に内示した県の区域区分基準は、市街化区域は①1965 年国勢調査による人口集中地区、②既定の用途地域が指定された区域、③人口集中地区に連坦する既成市街地、④大規模開発が完了又は進行中の区域、とした。次に、調整区域とした区域は①大規模開発が予想される区域、②駅・インターチェンジ等のように将来核となる施設が予想される農業地域、③既成市街地に連坦する既存集落又は離れた散在する既存集落、とした。そして、市街化区域に含めない区域（注：つまり、調整区域となる）は①優良なる集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき区域、②近郊緑地・風致・古都保存の特別地区その他緑地として保存すべき区域、③大規模な米軍接収地、とした。県基準を踏まえ、横浜市は独自の基準を付け加えた。市街化区域は，①1965 年国勢調査による人口集中地区、②計画開発地区（港北ニュータウン公団開発区域、相鉄新線沿線開発地区等）、③にじみ出し調査区域（建設省補助調査で将来的に土地区画整理事業を導入する前提、港北区新吉田町・新羽町一帯・港南区上永谷町一帯）、④スプロール末期地区、とした。調整区域は、①緑地保全区域（円海山一帯）、②農業用地（優良農地、土地改良区、農専地区等）、③第二次開発地区（港北ニュータウンその他の地区）、④スプロール初期地区、とした。第二次開発地区とは、港北ニュータウンの開発で住都公団施行の区画整理地区と農専地区を除いたその他の地区で、将来的な土地利用が未確定で当面調整区域としている。この指定基準でスプロール初期地区を含めている点が特異といえる。将来的に土地区画整理事業の導入によって、計画的な市街地化を図る可能性があるとはいえ、現実的には現状凍結と言えなくもない。また、横浜市は県がいう「用途地域が指定された区域」でも、農的土地利用が主な場合には調整区域を指定している。



• 調整区域は西区と中区を除いた市内16区に分布する（下図）．

• 調整区域の占める割合が高い地域は，泉区（区域の46.4％），緑区
（区域の41.2％），旭区（区域の37.2％）と続く．横浜市が市域を
拡大させる過程で，農村地域を組み込んできたことが関係する．

図 横浜市の市街化区域と市街化調整区域（2022年時点）

写真 港北ニュータウンの調整区域の景観（都筑区）
（2024年11月6日 清水撮影）

写真 寺家ふるさと村の景観（青葉区）
（2024年11月6日 清水撮影）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
県基準を踏まえ、横浜市は独自の基準を付け加えた。市街化区域は，①1965 年国勢調査による人口集中地区、②計画開発地区（港北ニュータウン公団開発区域、相鉄新線沿線開発地区等）、③にじみ出し調査区域（建設省補助調査で将来的に土地区画整理事業を導入する前提、港北区新吉田町・新羽町一帯・港南区上永谷町一帯）、④スプロール末期地区、とした。調整区域は、①緑地保全区域（円海山一帯）、②農業用地（優良農地、土地改良区、農専地区等）、③第二次開発地区（港北ニュータウンその他の地区）、④スプロール初期地区、とした。第二次開発地区とは、港北ニュータウンの開発で住都公団施行の区画整理地区と農専地区を除いたその他の地区で、将来的な土地利用が未確定で当面調整区域としている。この指定基準でスプロール初期地区を含めている点が特異といえる。将来的に土地区画整理事業の導入によって、計画的な市街地化を図る可能性があるとはいえ、現実的には現状凍結と言えなくもない。また、横浜市は県がいう「用途地域が指定された区域」でも、農的土地利用が主な場合には調整区域を指定している。



注 ： No１～６は港北ニュータウン農業専用地区を指す．
資料 ： 横浜市現みどり創造局「横浜都市農業推進プラン2024-2028」より作成．

0 5km

図 横浜市における農業専用地区の分布（２０２４年時点）

• 横浜市では区域区分の設定と合わせて，調整区域での農地の維持や農業の振
興が可能になるような施策を講じてきた．

• 横浜市独自の制度である「農業専用地区制度」（以下，農専地区）がある．同制
度は港北ニュータウンの開発に合わせて設立された．農専地区に指定されると，
ほ場整備事業や畑地に灌漑設備を設置する施設整備事業などの農業振興策
が優先的に実施される．

• 同制度の指定を受ける地区は２０２４年時点で市内に２８地区ある（左図）．



調整区域・農振地域と農専地区の関わり



農転許可で建てられた泉区内の19棟の建売
住宅：破産した農家で、親族が遺産放棄し
たため、その負債を返済するため弁護士が
当該地（農地）の農地転用許可をとり既存
宅地の確認も受け建売住宅を建築売却して
返済に充てた（南西部農業委員会議事録よ
り）。

写真 農地転用によってできた泉区内の建売住宅
出典：Google Mapに田口が加工

調整区域を取り巻く状況の変化と調整区域内での開発



＜農業委員会の議事録を分析に用いる理由＞

• 調整区域内の農地を農地以外に転用する場合，市区町村の農業委員会に農地転
用申請を行い，許可を受けなければならない．

• 調整区域内における農地転用は，農業委員会が保有する議事録を通して，位置
や転用目的，転用理由等を把握できるためである．

• 横浜市農業委員会が保有する農業委員会議事録を参照し，農地法第4条に基づ
く転用（所有権等の権利移転や設定がない転用）と，同法第5条（権利者の移
転や賃借権等の設定を伴なう転用）に基づく転用状況を把握した．

• 対象とするのは2000年以降の5つの時期（00年度，05年度，10年度，15年度，
20年度）である．

調整区域の農と住環境の現状を捉えるために・・・



• 区域区分の指定から時間
が経過する中で，調整区
域内における農地転用が
進展している．

• 横浜市では２つの農業委
員会（中央委員会・南西
部委員会）が設置されて
いる．市内の調整区域に
おける農地法第４条（所
有権などの権利移転や設
定がない転用）と，同法
第5条（権利者の移転や賃
貸権などの設定をともな
う移転）の農地転用の件
数・面積の推移（左図）
をみると，中央委員会管
内での転用が南西部委員
会管内に比べて多い．

横浜市内の農地転用の実態



2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

4条申請 5条申請 4条申請 5条申請 4条申請 5条申請 4条申請 5条申請 4条申請 5条申請

鶴見区 - - - 1 - 2 - 4 - 1

神奈川区 - - 4 9 1 2 1 2 1 7

保土ヶ谷区 - - 2 8 1 4 - 5 - 2

旭 区 - - 7 14 2 7 3 13 5 10

港北区 13 21 10 10 3 11 4 3 9 5

緑 区 10 16 10 8 2 9 4 2 1 2

青葉区 16 16 15 1３ 2 5 1 5 4 5

都筑区 25 43 20 3１ 11 7 7 18 14 12

合 計 64 96 68 9６ 31 47 20 52 34 44

注  ： 農業委員会での審議において却下された申請，取り下げられた申請は除いて集計している．
資料 ： 横浜市中央農業委員会議事録より作成．

表 横浜市中央農業委員会管内の市街化調整区域における農地転用の許可件数

３．農地転用許可データからみた調整区域の「農」の現状（１）
―横浜市中央農業委員会の事例―





写真 調整区域内に建てられた住宅（都筑区）
（2024年11月6日 清水撮影）

写真 調整区域内に立地する社会福祉施設（緑区）
（202５年3月１日 清水撮影）

写真 調整区域内に立地する資材置場（青葉区）
（2025年3月1日 清水撮影）

写真 調整区域内に建てられた住宅（緑区）
（2025年3月1日 清水撮影）





図 鶴見区の調整区域における土地利用状況（2025年3月時点）
資料：現地調査を基に作成（基図は地理院地図Vector）．

農地

住宅
車輌置場
資材置場ほか

農地転用許可データからみる農業集落の課題
―鶴見区区獅子ヶ谷農業集落の事例―

対象地域の位置



写真 様々な土地利用が混在する調整区域の景観（鶴見区）
（2025年3月7日 清水撮影）

写真 市民農園に隣接する資材置場（鶴見区）
（2025年3月7日 清水撮影）

鶴見区獅子ヶ谷3丁目とその周辺の環境

図 国土地理院「地理院地図」で見た鶴見区獅子ヶ谷3丁目

トレッサ横浜

←東海道新幹線

↓環状2号

調整区域



表 鶴見区獅子ヶ谷3丁目における農地転用許可の概要と審議内容

注：横浜市への情報開示請求により入手した2000年度，05年度，10年度，15年度，20年度の議事録に記載されている審議内容のみを抽出している。
資料：横浜市中央農業委員会議事録より作成。



４．農地転用許可データからみた調整区域の「農」の現状（２）
―横浜市南西部農業委員会（とくに戸塚区）の事例―
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より転載．
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より転載．

表 旧大正村の各農業集落の概況

https://www.machimura.maff.go.jp/shurakudata/rcom_map2/rcom_map.html


農地転用許可審議件数（戸塚区）
2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

資材置場 1 6 2 1 4

駐車場 4 11 6 1 5
建売住宅 2 2 1 0 1
貸家アパート 8 1 0 0 0
自己住宅 7 10 11 2 0
分家住宅 6 1 1 1 3
介護施設等 0 2 2 2 2
その他 14 10 0 2 0

戸塚区における農地転用の展開

表 戸塚区における農地転用許可審議件数

資料：横浜市南西部農業委員会「議事録」より作成．

資料：横浜市南西部農業委員会「議事録」より作成．



農地転用許可データからみる農業集落の課題
―戸塚区俣野農業集落と東俣野農業集落の事例―

対象地域の位置

写真 俣野農業集落の景観（2024年11月20日清水撮影）

写真 東俣野農業集落の景観（2024年11月20日清水撮影）



５．現時点でのまとめ

• 調整区域における農地転用は，基本的に農業委員会による審議を経て
許可される。したがって，農家や事業者の意思が反映された結果起こ
る調整区域におけるスプロールは，農業委員会が農地転用の「お墨付
き」を与えた結果とも指摘できる。

• 意欲ある農業経営者を支援するためには，地域住民・一般市民の理解
や支援に留まらず，無秩序な農地転用の拡大を防ぐための総合的な施
策が望まれる。

※ただし農地転用を行う農地所有者・事業者を一方的に断罪ものではない。農地所有者がいかなる
条件のもとで農地転用に至ったのか，その背景を詳細に理解する必要もある。発表者らは農地所有
者や横浜市内の農業を取り巻く状況についての実態把握が不十分であると認識している。これらの
点について今後調査を行っていく予定である。
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